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ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル

今
回
の
法
改
正
は
、
わ
か
り
や
す
く
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
で
例
え
ら
れ
て

い
る
。
都
市
計
画
法
に
よ
る
土
地
利
用
規
制
は
、
規
制
と
い
う
ブ
レ
ー
キ
と
、

誘
導
と
い
う
ア
ク
セ
ル
の
手
段
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ

ル
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
は
、
ブ
レ
ー
キ
と
い
う
手
段
は
持
っ
て
い
な

い
。
ア
ク
セ
ル
と
、
ア
ク
セ
ル
が
効
果
的
に
働
く
よ
う
に
、
エ
ン
ジ
ン
と
ガ

ソ
リ
ン
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ア
ク
セ
ル
を
踏
み
込
ん
で
も
、
強
力
な
エ

ン
ジ
ン
と
、
充
分
な
ガ
ソ
リ
ン
が
な
け
れ
ば
、
車
は
走
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

肝
心
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
で
あ
る
。
高
性
能
の
車
を
持
っ

た
と
し
て
も
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
運
転
技
術
が
問
題
で
あ
る
。
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、

地
方
自
治
体
の
行
政
で
あ
り
、
事
業
者
で
あ
り
、
そ
し
て
、
市
民
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
都
市
計
画
法
改
正
に
よ
る
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
の
組
み

合
わ
せ
は
、
効
果
的
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

 

　
都
市
の
拡
大
は
抑
制
さ
れ
る
か

今
回
の
都
市
計
画
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
大
型
店
の
郊
外
地
立
地
は
抑
制
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
今
回
の
改
正
で
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る
の
は
、

都
市
計
画
区
域
内
の
「
白
地
地
域
」
、
市
街
化
調
整
区
域
、
そ
し
て
、
用
途

地
域
が
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域
で
は
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
、

工
業
地
域
で
あ
る
。
「
白
地
地
域
」
と
は
、
市
街
化
調
整
区
域
と
市
街
化
区

域
の
一
線
引
き
」
が
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
で
、
か
つ
、
用
途
地
域
が
指
定

さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
あ
る
。

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、

工
業
専
用
地
域
で
は
、
改
正
前
か
ら
、
大
型
店
の
立
地
は
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
改
正
法
で
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
大
型
店
が
立
地
で
き
る
地
域
、

要
す
る
に
、
ア
ク
セ
ル
が
か
か
る
地
域
は
、
商
業
地
域
と
近
隣
商
業
地
域
、

準
工
業
地
域
だ
け
に
な
っ
た
。

 

　
大
型
店
が
認
め
ら
れ
る
地
域

改
正
法
に
よ
っ
て
、
大
型
店
の
立
地
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
商
業
地
域
と
、

近
隣
商
業
地
域
、
準
工
業
地
域
だ
け
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
都
市

計
画
区
域
外
で
は
、
引
き
続
き
大
型
店
の
立
地
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
都
道

府
県
が
、
準
都
市
計
画
区
域
を
指
定
す
れ
ば
、
大
型
店
の
規
制
は
可
能
と
な

る
が
、
都
市
計
画
法
に
よ
る
土
地
利
用
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
、

国
土
の
約
四
分
の
三
を
占
め
る
都
市
計
画
区
域
外
に
、
準
都
市
計
画
区
域
を

指
定
し
、
新
た
に
規
制
を
定
め
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
問
題
は
、
地
方
都

市
で
は
、
中
心
市
街
地
か
ら
車
で
数
十
分
の
と
こ
ろ
に
都
市
計
画
区
域
外
が

広
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
都
市
計
画
区
域
外
で
、
大
型
店
の
立
地

の
可
能
性
が
あ
る
地
域
に
、
準
都
市
計
画
区
域
を
指
定
し
、
大
型
店
を
抑
制

で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
（
市
町
村
行
政
）
の
腕
に
か
か
っ

て
い
る
。

 

　
専
門
大
店
の
立
地
は
規
制
さ
れ
な
い

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
対
象
と
な
る
大
型
店
は
、
法
律
で
は
、
特
定
大
規
模

建
築
物
と
言
い
、
床
面
積
一
万
平
方
㍍
超
の
店
舗
、
映
画
館
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン
ト
施
設
、
展
示
場
等
だ
。
床
面
積
一
万
平
方
㍍
以
下
の
建
築
物
は
対
象

と
な
ら
な
い.
大
規
模
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
複
合
的
大
規
模
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
規
制
の
対
象
と
は
な
る
が
、
一
万
平
方
㍍
以
下
の
大
型



ス
ー
パ
ー
や
専
門
大
店
は
、
規
制
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
一
つ
の
建
築
物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
大
規
模
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
は
開
発
で
き
な
い
が
、
一
万
平
方
㍍
以
下
の
店
舗
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
分

離
し
て
建
築
さ
れ
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ゾ
ー
ン
を
形
成
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。

そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
な
事
態
が
生
ま
れ
る
。

「
白
地
地
域
」
の
幹
線
道
路
沿
道
、
用
途
地
域
が
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域
で
、

幹
線
道
路
の
沿
道
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住

居
地
域
を
想
像
し
て
み
よ
う
。

従
来
か
ら
洋
服
店
、
家
電
、
パ
ソ
コ
ン
、
家
具
、
大
工
用
品
等
の
専
門
大
店

や
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
が
、
個
別
に
立
地
し
、
商
業
ゾ
ー
ン
を
形
成
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
店
舗
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
平
方
㍍
以
下
で
あ
る
場
合
が

多
く
、
規
制
の
対
象
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
無
秩
序
に
専
門
大
店
等
が
乱
立

す
る
可
能
性
は
大
き
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら
良
い
の
で
あ
ろ

う
か
。

 

　
特
別
用
途
地
区
と
特
定
用
途
制
限
地
域

「
白
地
地
域
」
に
お
い
て
、
建
築
物
の
用
途
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
と
し
て
、
「
特
定
用
途
制
限
地
域
」
が
あ
る
。
ま
た
、
用
途
地
域
が
指
定

さ
れ
て
い
る
地
域
で
は
、
「
特
別
用
途
地
区
」
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
都
市
計
画
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
制
度
で
、
建
築
物
の
用
途
を

限
定
し
て
、
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
市
町
村
が
都
市
計
画
に

定
め
る
。
例
え
ば
、
五
〇
〇
〇
平
方
㍍
以
上
の
床
面
積
の
店
舗
等
を
規
制
す

る
旨
を
、
都
市
計
画
に
定
め
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
対

策
も
ド
ラ
イ
バ
ー
（
行
政
）
の
腕
に
か
か
っ
て
い
る
。

 

　
緩
和
制
度
の
活
用
を
戒
め
る

改
正
法
で
は
、
一
万
平
方
㍍
超
の
大
型
店
規
制
を
緩
和
で
き
る
制
度
も
創
設

さ
れ
る
。
白
地
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
に
お
い
て
、
開
発

整
備
促
進
区
を
定
め
た
「
地
区
計
画
」
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
万

平
方
㍍
超
の
規
制
を
緩
和
で
き
る
の
で
あ
る
。

地
区
計
画
は
、
住
民
等
が
提
案
で
き
る
か
ら
、
規
制
さ
れ
て
い
る
地
域
に
土

地
を
所
有
す
る
地
権
者
が
、
こ
の
緩
和
型
の
地
区
計
画
を
市
町
村
に
提
案
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
都
市
計
画
提
案
制
度
も
あ
る
。

例
え
ば
、
準
住
居
地
域
に
土
地
を
所
有
す
る
地
権
者
等
が
、
準
住
居
地
域
を

大
型
店
に
対
す
る
規
制
が
な
い
、
準
工
業
地
域
や
近
隣
商
業
地
域
に
変
更
す

る
こ
と
を
、
地
権
者
の
三
分
の
二
の
同
意
を
得
て
、
市
町
村
や
都
道
府
県
に

提
案
で
き
る
制
度
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
区
計
画
の
提
案
制
度
や
都
市
計
画
の
提
案
制
度
は
、
提
案
を
受

け
た
市
町
村
や
都
道
府
県
が
、
提
案
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

地
方
自
治
体
の
裁
量
に
よ
っ
て
採
否
が
決
ま
る
。
当
然
、
採
否
の
判
断
を
す

る
た
め
に
は
、
合
理
的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
が
、
こ
れ
ら

の
提
案
を
安
易
に
採
用
し
な
い
姿
勢
を
と
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

 

　
都
市
政
策
の
転
換

大
型
店
が
郊
外
地
に
立
地
し
て
き
た
責
任
は
、
大
型
店
だ
け
に
あ
る
と
は
言

え
な
い
。
郊
外
地
に
幹
線
道
を
整
備
し
、
住
宅
地
開
発
を
認
め
、
庁
舎
、
福

祉
施
設
、
文
化
施
設
、
医
療
機
関
を
郊
外
地
に
建
設
し
て
き
た
の
は
、
地
方

自
治
体
で
み
る
。
ま
ず
、
地
方
自
治
体
が
、
郊
外
地
開
発
を
改
め
る
必
要
が

あ
る
。
改
正
法
で
は
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
大
規
模
開
発
を
認
め
る

規
定
を
改
め
て
い
る
。
開
発
区
域
の
面
積
が
二
〇
㌶
以
上
の
場
合(

地
方
自
治

体
が
条
例
で
五
㌶
ま
で
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る)

は
、
例
外
的
に
、
開
発
が
認

め
ら
れ
る
。
改
正
法
案
で
は
、
こ
の
制
度
を
廃
止
す
る
。

ま
た
、
病
院
等
の
公
共
公
益
施
設
に
つ
い
て
は
、
開
発
許
可
の
対
象
で
は
な



か
っ
た
が
、
改
正
法
で
は
、
公
共
公
益
施
設
に
つ
い
て
も
、
開
発
許
可
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
市
街
化
調
整
区
域
で
は
、
大
型
店
の
開
発
は
で
き
な
い
こ
と
と

な
る
。
し
か
し
、
郊
外
化
を
促
進
す
る
原
因
と
も
な
っ
て
き
た
、
病
院
等
の

公
共
公
益
施
設
の
建
築
に
つ
い
て
は
、
許
可
の
対
象
と
な
る
だ
け
で
、
規
制

の
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
都
市
計
画
法
の
改
正
案
の
適

切
な
運
用
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
地
方
自
治
体
が
、
み
ず
か
ら
、
従
来
の
政

策
を
改
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

 

　
中
心
市
街
地
活
性
化

中
心
市
街
地
活
性
化
法
は
、
ア
ク
セ
ル
と
、
ア
ク
セ
ル
が
効
果
的
に
働
く
よ

う
に
、
エ
ン
ジ
ン
と
ガ
ソ
リ
ン
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
、
先
に
述
べ
た
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
活
性
化
法
を
活
用
し
た
ら
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

既
に
、
あ
る
地
方
自
治
体
は
、
本
年
度
予
算
に
、
国
の
認
定
を
受
け
る
た
め
、

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
の
見
直
し
予
算
を
計
上
し
た
。
国
に
よ
る
基

本
計
画
の
認
定
と
支
援
を
受
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
地
方
自
治
体
は
、
見

直
し
作
業
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
を
理
解
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、

中
心
市
街
地
活
性
化
法
の
改
正
法
で
は
、
「
選
択
と
集
中
に
よ
る
支
援
」
を

う
た
っ
て
お
り
、
国
は
、
見
直
し
を
し
た
基
本
計
画
を
全
て
認
定
す
る
と
は

限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
一
都
道
府
県
に
数
カ
所
に
限
ら
れ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
早
く
国
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
、
見
直
し
作
業
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 

　
基
本
計
画
の
見
直
し

国
の
認
定
を
受
け
る
た
め
の
基
本
計
画
の
見
直
し
は
、
容
易
に
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

改
正
法
に
よ
る
と
、
国
の
認
定
を
受
け
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
は
、
決
し
て
低

く
な
い
。
市
町
村
の
総
合
的
政
策
判
断
と
、
具
体
的
な
決
意
が
必
要
だ
か
ら

で
あ
る
。

基
本
計
画
の
見
直
し
の
た
め
に
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
を
設
立
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
は
な
い
。 

市
町
村
に
は
、
既
に
、
開
発
公
社
等
の
第
三
セ
ク
タ
ー
が
あ
る
が
、TM

O

が

第
三
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
場
合
、
第
三
セ
ク
タ
ー
と
商
工
会
議
所
、
あ
る
い
は
、

商
工
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
協
議
会
を
設
立
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。TM

O

が
第
三
セ
ク
タ
ー
で
な
い
場
合
は
、
市
町
村
ご
と
に
設
立
し
て
い
る
、
開
発

公
社
等
の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
定
款
に
、
中
心
市
街
地
活
性
化
の
業
務
を
位
置

づ
け
れ
ば
良
い
。

課
題
は
三
つ
あ
る
。

第
一
は
、
大
型
店
が
立
地
で
き
る
準
工
業
地
域
に
、
特
別
用
途
地
区
を
活
用

し
て
、
一
万
平
方
㍍
超
の
大
型
店
等
を
規
制
す
る
旨
の
政
策
を
掲
げ
、
特
別

用
途
地
区
を
都
市
計
画
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
準
工
業
地
域
に
土
地
が
あ

る
地
権
者
の
多
く
は
、
工
場
で
あ
る
か
、
工
場
に
土
地
を
賃
貸
し
て
い
る
土

地
所
有
者
で
あ
り
、
将
来
の
土
地
利
用
を
考
え
れ
ば
、
土
地
所
有
者
が
、
大

型
店
を
建
設
で
き
な
い
特
別
用
途
地
区
を
指
定
す
る
こ
と
に
、
反
対
す
る
可

能
性
が
あ
る
。
地
方
自
治
体
は
、
土
地
所
有
者
を
説
得
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
　
活
性
化
事
業
の
担
保

第
二
に
、
基
本
計
画
に
、
市
街
地
の
整
備
改
善
、
商
業
の
活
性
化
だ
け
で
な

く
、
都
市
福
祉
施
設
の
整
備
、
ま
ち
な
か
居
住
の
推
進
を
、
具
体
的
に
掲
げ

る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
か
と
言
え
ば
、
中
心
市
街
地
に
、
教
育



文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
「
都
市
福
祉
施
設
」
を
整
備

す
る
計
画
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
都
市
福
祉
施
設
」
の
整
備
計
画
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
行

政
の
関
連
セ
ク
シ
ョ
ン
と
の
調
整
が
必
要
に
な
る
。
関
係
す
る
行
政
セ
ク
シ
ョ

ン
の
具
体
的
な
施
策
を
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
実
現
の
た
め
、
集
約
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
首
長
、
議
会
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
、
関
係
行
政
セ
ク
シ
ョ

ン
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
関
連
す
る
行
政
セ
ク
シ
ョ

ン
の
施
設
整
備
事
業
の
計
画
も
見
直
す
必
要
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で

あ
る
。

 

　
第
三
に
、
市
街
地
の
整
備
改
善
と
商

業
の
活
性
化
等
に
つ
い
て
、
事
業
の
メ
ニ
ュ
ー
リ
ス
ト
案
を
掲
げ
て
お
き
さ

え
す
れ
ば
良
か
っ
た
、
従
来
の
基
本
計
画
を
、
実
効
性
の
担
保
が
あ
る
施
策

と
し
て
位
置
づ
け
、
基
本
計
画
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
課
題
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
の
実
現
の
担
保
と
は
、
事
業
の
実
施
主
体
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

主
体
に
よ
る
事
業
計
画
案
が
策
定
さ
れ
、
計
画
地
に
あ
る
土
地
や
建
物
所
有

者
の
一
定
の
理
解
を
得
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

実
際
に
、
基
本
計
画
で
、
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
、
事
業
の
担
保
を
ど
の

程
度
ま
で
確
保
す
れ
ば
よ
い
か
、
要
す
る
に
は
、
認
定
と
支
援
を
受
け
る
た

め
の
ハ
ー
ド
ル
が
、
ど
こ
ま
で
高
い
か
は
、
現
時
点
で
は
わ
か
ら
な
い
。
中

心
市
街
地
活
性
化
法
公
布
後
の
、
国
の
政
省
令
が
固
ま
る
ま
で
待
つ
必
要
が

あ
る
。

  

　
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

基
本
計
画
の
見
直
し
は
、
国
の
認
定
と
支
援
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
支
援
を
受
け
る
必
要
性
を
感
じ
な
い
地
方

自
治
体
は
、
都
市
の
郊
外
地
拡
大
と
中
心
市
街
地
の
活
性
化
、
要
す
る
に
、

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
へ
の
政
策
転
換
を
図
る
必
要
性
が
な
い
。
し
か
し
、
そ

う
と
も
言
え
な
い
。
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
へ
の
政
策
転
換
は
、
少
子
高
齢
化

社
会
、
成
熟
社
会
の
も
と
、
ま
た
、
地
方
自
治
体
の
財
政
逼
迫
化
等
、
地
域

の
抱
え
て
い
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
政
策
転
換
で
あ
る
こ
と
を
、

認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
決
ま
っ
た
タ
イ
プ
の
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
強
要
す
る

の
は
誤
り
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
性
が
あ
る
。
市

町
村
合
併
が
進
み
、
一
つ
の
地
方
自
治
体
に
、
一
つ
の
中
心
市
街
地
し
か
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
都
市
の
形
成
過
程
か
ら
、
市
街
地
が

分
散
し
て
存
在
す
る
地
域
も
あ
る
。
中
心
市
街
地
は
隣
接
す
る
母
都
市
に
あ

る
、
中
心
市
街
地
を
持
た
な
い
農
山
村
型
自
治
体
も
あ
る
だ
ろ
う
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
形
は
、
地
域
の
歴
史
的
形
成
過
程
や
地
形
的
自
然
的

条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
り
、
地
域
性
に
あ
っ
た
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
基
本
計
画
を
策
定
す
る
か
ど
う

か
、
国
の
支
援
を
受
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
時
限
の
問
題
で
は
な
い
。

 

　
広
域
調
整

あ
る
地
方
自
治
体
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
掲
げ
、
都
市
計
画
法
の
効
果

的
な
運
用
を
図
り
、
郊
外
地
の
大
型
店
の
立
地
を
抑
制
し
、
中
心
市
街
地
の

活
性
化
に
取
り
組
ん
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
大
型
店
の
商
圏
は
、
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
を
追
求
す
る
都
市
を
超
え
て
存
在
す
る
場
合
が
多
い
。
隣
接
す
る

市
町
村
が
、
大
型
店
を
誘
致
す
る
政
策
を
掲
げ
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
に
、
金
沢
市
は
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
施
策
の
一
つ
と
し
て

条
例
を
制
定
、
一
定
規
模
以
上
の
大
型
店
の
立
地
を
規
制
誘
導
す
る
施
策
を

実
施
し
て
い
る
が
、
隣
接
す
る
都
市
の
境
界
に
は
、
金
沢
市
内
を
商
圏
に
抱



え
る
大
型
店
が
立
地
し
は
じ
め
て
い
る
。

大
型
店
の
商
圏
は
、
広
域
に
わ
た
る
た
め
、
幹
線
道
路
等
の
条
件
な
ど
に
よ

り
、
一
地
方
自
治
体
の
努
力
に
は
、
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
認
識
し
た
福
島
県
が
「
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」

を
昨
年
一
〇
月
に
制
定
し
た
。
施
行
は
、
本
年
一
〇
月
一
日
の
予
定
で
あ
る
。

こ
の
条
例
で
は
、
床
面
積
で
六
〇
〇
〇
平
方
㍍
以
上
の
大
型
店(

特
定
小
売
商

業
施
設)

の
新
設
に
あ
た
っ
て
、
県
へ
の
届
出
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
県
は
、

立
地
す
る
市
町
村
だ
け
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
市
町
村
、
周
辺
市
町
村
や
、

そ
の
住
民
等
の
意
見
を
聞
く
と
と
も
に
、
県
が
定
め
る
「
商
業
ま
ち
づ
く
り

基
本
方
針
」
、
市
町
村
が
定
め
る
「
商
業
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
」
に
基
づ

い
て
、
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

福
島
県
で
は
、
現
在
、
七
つ
の
生
活
圏
域
ご
と
に
、
大
型
店
の
商
圏
を
勘
案

し
て
、
生
活
圏
域
内
で
充
足
し
、
他
の
地
域
に
広
域
的
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

よ
う
に
、
圏
域
ご
と
の
大
型
店
の
床
面
積
の
総
量
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

 

　
都
道
府
県
の
広
域
的
役
割

改
正
法
案
の
効
果
的
な
運
用
を
図
る
た
め
に
は
、
市
町
村
の
行
政
区
域
を
超

え
た
広
域
ご
と
に
、
一
定
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
な
け
れ
ば
、
大
型
店
等
を
規
制
す
る
判
断
、
こ
れ
と
は
逆

に
誘
致
す
る
判
断
は
、
政
策
判
断
が
異
な
る
市
町
村
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い

こ
と
に
な
る
。

市
町
村
の
行
政
区
域
を
超
え
て
、
商
圏
を
持
つ
大
型
店
等
に
つ
い
て
の
調
整

は
、
広
域
的
事
務
を
処
理
す
る
、
地
方
自
治
体
と
し
て
の
県
が
行
う
必
要
が

あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
認
識
し
、
福
島
県
が
条
例
を
制
定
し
た
こ

と
は
、
改
正
法
下
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
大
き
な
参
考
と

な
る
だ
ろ
う
。


